
2023.7.1改訂(「防災・減災の手引」と一緒に保管方) 

摩耶シーサイドプレイスイースト防災計画 

1． 目 的 

この「防災計画」は、地震、津波、台風、豪雨等の大規模災害が発生又は発生の恐れがある時、全住民が

家族と自らの生命、財産を守るために必要な防災・減災対策を行うと共に、全住民が相互に連携し、共助

の防災活動を行うことを目的として策定する。 

 

2． 防災計画対象区域の概要 

所在地      : 神戸市灘区摩耶海岸通 1丁目 1番 

名 称  : 摩耶シーサイドプレイスイースト(以下、「MSP-E」という。) 

マンション概要   : 居住棟 1 ～ 5番館 

 全戸数 603戸 

 住 民 約 1,800名(2019年 6月現在) 

イースト防災会  ：3番館 1階 管理防災センター (管理事務所) 内 

公的避難所 ：神戸市立灘の浜小学校(3F 体育館)及び神戸市立渚中学校(1F 体育館) 

福祉避難所指定施設：摩耶海岸通 2丁目 なぎさ地域福祉センター 

屋外の緊急避難場所：摩耶海岸通公園 (大火時のみ) 

 

3. イースト防災会（以下防災会と略）の役割 

   (1) 平時は防災・減災活動の推進を行う。 

     ① 防災・減災活動の情報収集、研鑽、防災訓練の企画運営を行う。 

② 様々な媒体・手法で防災情報の発信を行い、災害時対応法の周知徹底を図る。 

     ③ 地域と連携した防災活動への参画を行う。 

     ④ 防災資機材の日常点検・整備を行う。 

 

   (2) 緊急時は災害対策本部を立ち上げる。 

     ① 緊急災害対策本部の設置が理事長より宣言された場合速やかに活動を開始する。 

     ② 緊急災害対策本部設置後は本部の指示に基づき全住民が参画する。 

③ 緊急災害対策本部の解除は、緊急災害対策本部長と理事長が協議し、理事長が解除を宣言する。 

     ④ 緊急災害対策本部の活動期間は、原則として緊急災害対策本部の設置後から最長 72時間とし、

その後の復旧活動、被災者の支援活動等は理事会に引き継ぐものとする。但し、理事長と緊急

災害対策本部長との協議により、活動期間を延長することができる。 

 

4. 災害対策の活動基準 

  (1) 災害対策本部の活動基準 

① 神戸市灘区において震度 5弱以上の地震が発生した場合 

② 巨大地震発生に伴い、神戸市に津波警報が発令された場合 

③ 台風、豪雨等により住民生活に甚大な被害発生が予想される場合 

④ 防災会会長が活動指示を発した場合 

     

(2) 緊急災害対策本部の活動基準 

① 住民は津波警報が発令された場合、各棟３階以上 に避難することを原則とする(垂直避難)。 

それ以外の災害の場合は在宅避難を原則とする。 

② 緊急災害対策本部は管理防災センター (管理事務所) 及び多目的ホールに設置する。津波被害が

想定される場合、適切な場所 (3番館 2階会議室が第 1候補) に本部を設置する。 
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③ 緊急災害対策本部が設置された場合、災害対策本部を緊急災害対策本部とする。 

防災会役員・常任委員は自らと家族の安全確認後速やかに緊急災害対策本部へ集結する。 

また活動支援者も可能な限り参集する。 

④ 緊急災害対策本部は予め決められた職務の遂行に全力を注ぐ（組織図に明示）。 

  活動支援者、住民も協力し共助の支援を行う。 

 

5. 防災会の組織と職務 

  防災会はＭＳＰ－Ｅ住民で構成され、自薦・他薦により常任委員候補を募集し常任委員会で決定する。常

任委員会は防災会会長、副会長及び事務長が輪番制で議長を務め適宜開催する。常任委員会は防災会の最

高決議機関とし決議は出席者の過半で決する。 

(1) 防災会の役員・常任委員の職務 

 役員及び常任委員は平時においては防災・減災活動に関わる職務を行い、緊急災害対策本部設置後

は速やかに緊急災害対策本部長の指揮命令の下その職務を遂行する。 

① 会  長：防災会を代表し、会務の総括を行う。 

緊急災害対策本部設置の場合緊急災害対策本部長として災害支援の指揮命令を行う。 

② 副 会 長：防災会会長を補佐し、防災会の目的達成の為の職務を遂行する。会長の職務を代行す 

る場合がある。 

③ 事 務 長：防災会会長を補佐し会の総務を担う。緊急災害対策本部設置後は本部長を補佐する。 

④ 班   長：平時及び災害時において各班が担う役割を遂行するため、班員への指揮 

命令を行う。副会長の職務を代行する場合がある。 

⑤ 常任委員：防災会常任委員会のメンバーとして防災会の健全な運営責任を負う。 

⑥  活動支援者：防災会各班に所属して、平時及び災害時に各班長の指揮の下で防災・減災活動に 

従事する。 

⑦ 相 談 役：防災会の要請により防災・減災活動全般に対し、豊富な知識・経験に基づいた助言等   

を行う。 

⑧ 防災会員：ＭＳＰ－Ｅ在住の住民を会員とし防災会の運営に協力する。 

 

なお、会長、副会長、事務長及び班長は常任委員から選任する。 

 

(2) イースト防災会会員 

イースト防災会はＭＳＰ－Ｅ居住者で構成する。会員は防災会役員・常任委員へ自薦・他薦を問わず 

参画することができ、常任委員会の決議を経て就任とする。また防災会が主催する行事・講演会等全

てのイベントに自由に参加できる。また災害時「イースト防災会各班班員又は活動支援者」として登

録し災害時の支援活動を担うことができる。 

 

(3) イースト防災会各班の役割 

（添付の組織図に示す） 

  

6. 緊急避難場所の設置 

   被災住民及び要支援者からの要請があれば、津波警報の解除を確認した上、下記の場所を緊急避難場所

として開放する。 

① サークルルーム及び他共有施設 

② パーティールームは、炊出し作業場所と避難住民及び要支援者等の食事場所とする。 

なお、「公的避難所」及び「福祉避難所指定施設」への避難を希望する住民に備え、避難所まで 
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の避難経路の安全と避難所の収容の可否を速やかに確認するものとする。 

 

7．要支援者リストの整備 

防災会会長は、管理組合理事長・民生委員・友愛会と連携し「災害時要支援者リスト」を予め整備し、防 

災会常任委員に周知させるものとする。また、要支援者リストの更新に努める 

 

附則 

1. この防災計画は最新情報に基づき改正するものとする。 

2. 2022年度管理組合団地総会にて「摩耶シーサイドプレイスイースト防災会運営細則」の一部が改

正されたのに基づき一部改訂する。 
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